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 大屋クラス
※他校持出禁止出題年 BF寸法のヒミツ　01

★大原則

■ 目線の高さとの関係 1,550 ㎜程度 ※基準値

★ 車イスの回転半径 直径 ㎜以上 （有効 ㎜以上が望ましい）

■ 住 宅 ■

標準便器高さ 360 ～ 380 ㎜

★ 車椅子対応の便器高さ 400 ～ 450 ㎜

18,23 ★ キッチン等　　　棚高さ 床から ㎜が限界 ㎜まで）

19,22 〃　フットレスト開放寸法 下部 ～ ㎜を開放する

24,30 洗面カウンター等 ※洗面カウンター等は開放寸法＋ ㎜程度

22,23 階段の納まり

25,02

踏面 300 ㎜以上で極端に

蹴上 160 ㎜以下 大きくしない

Text p.53

階段は、勾配を22/21（推奨：7/11）以下、踏面を19.5cm 以上、

踏面（T）とけあげ（R）との関係を

55cm ≦ T ＋ 2R ≦ 65cm  とする。

23 階段の手すり 階段幅に余裕がなく片側のみの場合には、（ 登る時 ・ 降りる時 ）の

利き手側に取付ける。

25,30 風呂・浴槽の大きさ

★

★

健常者

（車椅子座面から



第2節　幼稚園・保育所
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第2節　幼稚園・保育所

　幼稚園は、教育を行うための学校、保育所は、保護者から幼児を預かる保育
施設という位置付けであるが、小学校入学前の幼児を、遊びや学びを通して育
成するという点において、共通する部分が多く、建築計画に当たっても同様の
配慮が必要である。

1保育室等の面積
①　保育所の保育室の所要床面積は、児童福祉施設最低基準（厚生労働省）に
より幼児1人当たり1.98m2 以上必要とされているが、遊び主体で動きが
大きくなる 3歳児保育室の 1人当たりの床面積は、5歳児保育室の 1人当た
りの床面積より大きくするのが望ましい。また、保育室において、昼寝と食
事の場を分けて設けるとよい。
②　乳児室の床面積は、1人当たり1.65m2 以上必要である。
③　乳児がハイハイするためのほふく室の床面積は、1人当たり3.3m2 以上
必要であり、生活のリズムが異なり、遊びなどが活発な幼児の保育室から離
して設けるのが望ましい。

乳児又は満２歳未満の幼児 乳児室 1.65㎡/人
ほふく室 3.3㎡/人

満２歳以上の幼児 保育室 1.98㎡/人
遊戯場 1.98㎡/人
屋外遊戯場 3.3㎡/人

2各部の計画
①　幼児のゾーンについては、工作室、図書コーナーなどを設けることにより、
年齢が異なる幼児が交流できる場を確保するような配慮も必要である。
②　遊戯室は幼児の活発な活動に対応するため、広い面積が必要であり、通常
は、保育室と遊戯室を、それぞれ専用の室として計画するが、やむを得ない
場合は、兼用してもよい。
③　遊戯室や保育室には、やけどの危険がなく、快適性の高い床暖房を設ける
ようにする。
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